
判断基準
高度な企画立案
を要する業務

下記に該当する場合は特定しない。

企業の過去１０年間
の

同種又は類似業務
の実績

・業務実績がない

下記の順位で評価する。

①同種業務の実績がある。

②類似業務の実績がある。

③業務実績が無い場合は特定しない。

専
任
性

手持ち
業務量

配置予定技術者（主たる担当者）の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを含
む）が５億円以上または１０件以上の場合は特定しない。

数値化しない

下記に該当する場合は特定しない。

・再委託の内容が主たる部分の場合。

・業務の分担構成が不明確叉は不自然な場合。

目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。 ８．０

業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。 ８．０

業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。 ８．０

有益な代替案、重要事項の指摘がある場合に優位に評価する。 ８．０

なお、業務の目的が理解されておらず、実施フローや工程表の妥当性が著しく劣る場合は特定し
ない。

数値化しない

・業務内容等で示した与条件との整合性が高い場合に優位に評価する。

　【キーワード】

・提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。

・これまでの知見に基づく前例のない提案がある場合に優位に評価する。

参考見積
提示した業務規模と大きくかけ離れているか、又は提案内容に対して見積もりが不適切な場合に
は特定しない。

数値化しない

複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

(1)女性活躍推進法に基づく、えるぼし認定企業

　　①プラチナえるぼし ①５．０

　　②えるぼし３段階目（※１） ②４．０

　　③えるぼし２段階目（※１）※１　認定基準のうち、「労働時間等の働き方」の ③３．０

　　④えるぼし１段階目（※１）　　　基準を満たしていること。 ④２．０

(2)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策
定した企業（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。）

　　⑤行動計画 ⑤１．０

(3)次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業

　　⑥プラチナくるみん認定 ⑥５．０

　　⑦くるみん認定（令和7年4月1日以後の基準） ⑦４．０

　　⑧くるみん認定(平成29年4月1日～令和7年3月31日までの基準） ⑧３．０

　　⑨トライくるみん認定（令和4年4月1日以後の基準） ⑨３．０

　　⑩くるみん認定（平成29年３月31日までの基準） ⑩２．０

(4)次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限
る。）を令和7年4月1日以後に策定又は変更した企業（常時雇用する労働者の数が100人以下のも
のに限る。

　　⑪行動計画 ⑪１．０

(5)若者雇用促進法に基づく、ユースエール認定企業

　　⑫ユースエール認定 ⑫４．０

●同種業務 ：

●類似業務 ：

■特定テーマ ：

施した業務

数値化しない

１６．０

業務コストの妥当性

Ｗ
・
Ｌ
・
Ｂ
等
の
推
進
に
関
す
る
指
標
に
つ
い
て
の
適
合
状
況

ワーク・ライフ・バランス
を推進する企業として関係
法令（女性活躍推進法、次
世代育成支援対策推進法、
若者雇用促進法）に基づく
認定等の状況

特定テーマ
に対する提案

特
定
テ
ー

マ

的確性
１６．０

独創性

国の機関、都道府県、政令市、特殊法人（高速道路株式会社など）が行う各種事業の広報として、砂防に関する広報資料の

企画立案を実施した業務

１６．０

業務実施方針
及び手法

業務理解度

実施手順

工程表

その他

防災施設における効果的な広報資料での留意点について

国の機関、都道府県、政令市、特殊法人（高速道路株式会社など）が行う各種事業の広報として、広報資料の企画立案を実

①２０．０
②１０．０

③特定しない

数値化しない

Ｒ７利根砂防広報業務［企画競争入札方式］
企画提案を特定するための基準

評価項目

評価の着目点

当該業務の
実施体制

業務実施体制の妥当性

実現性

企業の経験
及び能力

業
務
実
績

業
務
経
験

配置予定技術者
（主たる担当者）
の過去１０年間の
同種又は類似業務

の実績



［標準様式１（例）］（役務の提供等の場合）

１．業務名 Ｒ７利根砂防広報業務

２．所属（事務所）名 利根川水系砂防事務所

３．発注方式 企画競争の実施の公示を行う企画競争

４．企画提案書の提出要請日 令和７年１０月２０日（月）

５．公示日

６．特定通知日

企画提案書提出者 特定の有無 特定されなかった理由

特定非営利活動法人
土砂災害防止広報センター

特定

株式会社サードセンス 非特定

評価の着眼点のうち、「配置予定技術者の経験及び
能力」の「業務経験」及び「業務実施方針及び手
法」の「業務理解度」「実施手順」「工程表」「その
他」及び「特定テーマに対する提案」の「実現性」にお
いて他社が優位であると判断したため。

企画競争方式における特定結果書

令和７年１０月７日（火）

令和７年１１月１９日（水）



［標準様式２（例）］（役務の提供等の場合）

１． 業務名 Ｒ７利根砂防広報業務
２． 所属（事務所）名 利根川水系砂防事務所
３． 発注方式 企画競争の実施の公示を行う企画競争
４． 企画提案書の提出要請日 令和７年１０月２０日（月）
５． 特定通知日

1 2

特定非営利活動法
人

土砂災害防止広報
センター

Ｂ社

配点 配点

企
業
の

経
験
及

び
能
力

業務実績
企業の過去１０年間の同
種又は類似業務の業務
実績

- 〇 〇

業務経験
過去１０年間の同種又は
類似業務の業務実績

20 20 10

専任性 手持ち業務量 - 〇 〇

当該業務の
実施体制

- 〇 〇

業務理解度 目的、条件、内容の理解 8 5.3 3.3

実施手順 実施手順の妥当性 8 5.3 4.6

工程表 業務量把握の妥当性 8 4 2.6

その他 重要事項の指摘 8 6.6 2

的確性 16 8 8

実現性 16 9.3 6.6

独創性 16 0 0

参考見積 - 〇 〇

ワーク・ライフ・バランスを推進する
企業として関係法令に基づく認定
等の状況

5 1 4

59.5 41.1

企画競争評価表

評価項目 評価の着目点
評価の
配点

令和７年１１月１９日（水）

業務コストの妥当性

計

配
置
予
定
技

術
者

（
主
た

る
担
当
者

）

の
経
験
及
び

能
力

業務実施体制の妥当性

業
務
実
施
方
針
及
び
手
法

（
実

施
方
針
・
実
施
フ
ロ
ー

・

工
程
表
・
そ
の
他

）

特
定
テ
ー
マ
に
対
す

る
提
案

特定テーマ

Ｗ・Ｌ・Ｂ等の推進に関する指標につい
ての適合状況

別紙－２－２


